
 

信
州
大
学
経
済
学
部
同
窓
会
会
則 

 
 

第
一
章 

総 

則 
第
一
条 

本
会
は
、
信
州
大
学
経
済
学
部
同
窓
会
と
称
す
る
。 

第
二
条 

本
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
母
校
と
の
連
絡
を
緊
密
に
す
る
と

と
も
に
、
母
校
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
三
条 

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

１ 

会
員
名
簿
及
び
会
報
の
発
行 

 

２ 

講
演
会
・
懇
親
会
等
の
開
催 

 

３ 

そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項 

第
四
条 

本
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
各
地
区
に
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

支
部
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
て
各
支
部
が

定
め
る
。 

第
五
条 

本
会
は
、
事
務
局
を
松
本
市
旭
三
丁
目
一
番
一
号
信
州
大
学
経
済
学
部
内

に
置
く
。 

 
 

第
二
章 

会 

員 

第
六
条 

本
会
の
会
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

正
会
員 

 
 

イ 

信
州
大
学
人
文
学
部
経
済
学
科
及
び
経
済
学
部
の
卒
業
者 

 
 

ロ 

信
州
大
学
人
文
学
部
経
済
学
科
及
び
経
済
学
部
を
中
途
退
学
し
た
者 

 
 

ハ 

信
州
大
学
人
文
学
部
経
済
学
科
及
び
経
済
学
部
の
聴
講
生
又
は
研
究
生
と
し

て
在
籍
し
た
者 

 

２ 

特
別
会
員 

 
 

イ 

信
州
大
学
経
済
学
部
専
任
教
官 

 
 

ロ 

信
州
大
学
経
済
学
部
元
教
官
及
び
人
文
学
部
経
済
学
科
元
教
官 

 
 

ハ 

前
項
以
外
の
者
の
有
志 

二 

前
項
第
１
号
の
ロ
ハ
、
第
２
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
会
員
の
推
薦

に
よ
り
、
理
事
会
の
承
認
を
経
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

会
員
は
、
勤
務
先
、
住
所
、
そ
の
他
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
事
務
局
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

本
会
に
対
し
て
著
し
い
不
都
合
が
あ
っ
た
会
員
は
、
理
事
会
の
決
議
を
経

て
、
こ
れ
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
三
章 

役
員
等 

第
九
条 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 

１ 

会 

長 
 

一
名 

 

２ 

副
会
長 

 

若
干
名 

 

３ 

理 

事 
 

若
干
名 

 

４ 

幹 

事 
 

各
卒
業
年
度
二
名 

 

５ 

監 

事 
 

二
名 

第
十
条 

前
条
の
役
員
は
、
次
の
職
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

１ 

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
括
す
る
。 

 

２ 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行

す
る
と
と
も
に
、
本
会
の
運
営
に
当
た
る
。 

 

３ 

理
事
は
、
理
事
会
に
属
す
る
事
項
を
処
理
し
、
会
員
の
代
表
と
し
て
本
会
の
運

営
に
当
た
る
。 

 

４ 

幹
事
は
、
会
員
と
の
連
絡
に
当
た
る
ほ
か
、
会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
に
協
力

し
て
本
会
の
運
営
に
当
た
る
。 

 

５ 

監
事
は
、
本
会
の
会
計
を
監
査
す
る
。 

第
十
一
条 

前
条
の
役
員
は
、
次
に
よ
り
選
出
又
は
委
嘱
す
る
。 

 

１ 

会
長
は
、
総
会
に
お
い
て
正
会
員
中
よ
り
選
出
す
る
。 

 

２ 

副
会
長
は
、
会
長
が
正
会
員
中
よ
り
選
出
し
委
嘱
す
る
。 

 

３ 

理
事
は
、
会
長
が
正
会
員
中
よ
り
選
出
し
委
嘱
す
る
。 

 

４ 

幹
事
は
、
会
長
が
正
会
員
中
よ
り
選
出
し
委
嘱
す
る
。 

 

５ 

監
事
は
、
総
会
に
お
い
て
正
会
員
中
よ
り
選
出
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

第
十
二
条 

本
会
役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い 

二 

補
欠
に
よ
る
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

三 

役
員
は
、
任
期
が
満
了
し
て
も
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務

を
行
う
。 

第
十
三
条 

本
会
の
事
務
は
、
役
員
が
分
担
す
る
。
た
だ
し
、
会
務
を
円
滑
に
処
理

す
る
た
め
、
必
要
に
よ
り
事
務
職
員
等
を
雇
用
し
、
又
は
経
済
学
部
事
務
部
に
事
務

の
一
部
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
四
条 

本
会
に
必
要
に
応
じ
て
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

委
員
会
に
関
す
る
事
項
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
会
長
が
定
め
る
。 

 
 

第
四
章 

名
誉
会
長
及
び
顧
問 

第
十
五
条 

本
会
に
名
誉
会
長
を
置
き
、
経
済
学
部
長
を
推
戴
す
る
。 

第
十
六
条 

本
会
に
顧
問
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

顧
問
は
、
総
会
の
議
決
を
経
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

三 

顧
問
は
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
会
長
の
相
談
に
応
ず
る
。 

 
 

第
五
章 

総 

会 

第
十
七
条 

総
会
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
開
催
し
、
次
の
事
項
を
審
議
決
定
す

る
。 

１ 

前
年
度
事
業
及
び
会
計
報
告 

２ 

会
則
の
制
定
及
び
改
廃 

３ 

役
員
の
選
出 

４ 

予
算
及
び
事
業
計
画 

５ 

財
産
の
管
理
及
び
処
分 

６ 

顧
問
の
推
挙 

７ 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

二 

会
長
は
総
会
を
招
集
し
、
理
事
会
の
議
を
経
て
前
項
に
定
め
る
事
項
を
提
案
す

る
。 

第
十
八
条 

総
会
の
開
催
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
審
議
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
次
の
総
会
で
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
九
条 

会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
は
二
百
名
以
上
の
会
員
の
要
求
が
あ

っ
た
と
き
、
会
長
は
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
条 

総
会
の
議
長
は
、
そ
の
都
度
出
席
正
会
員
の
中
よ
り
互
選
す
る
す
る
。 

第
二
十
一
条 

総
会
の
招
集
は
、
少
な
く
と
も
十
日
前
に
そ
の
会
議
に
附
議
す
べ
き
事

項
、
日
時
、
場
所
等
を
記
載
し
た
書
面
、
又
は
会
報
に
よ
り
会
員
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
、 

第
二
十
二
条 

総
会
に
出
席
で
き
な
い
会
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
を
も
っ
て
意
見
を

表
示
し
、
又
は
文
書
を
も
っ
て
出
席
会
員
に
表
決
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条 

総
会
の
議
事
は
、
出
席
会
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

二 

総
会
の
議
事
の
要
項
及
び
議
決
し
た
事
項
は
、
会
報
等
に
よ
り
会
員
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条 

総
会
で
は
議
事
録
を
作
成
し
、
議
長
及
び
出
席
者
代
表
二
名
以
上
が
署

名
捺
印
の
上
こ
れ
を
保
存
す
る
。 

 
 

第
六
章 
理
事
会 

第
二
十
五
条 
理
事
会
は
、
正
副
会
長
、
理
事
、
監
事
及
び
特
別
会
員
若
干
名
に
よ
っ

て
組
織
す
る
。 

第
二
十
六
条 

理
事
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
随
時
召
集
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

理
事
会
は
、
理
事
会
構
成
員
の
二
分
の
一
以
上
出
席
（
委
任
状
を
含
む
）

し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
二
十
八
条 

理
事
会
の
議
長
は
、
会
長
と
す
る
。 

第
二
十
九
条 

理
事
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
す
る
。 

第
三
十
条 

理
事
会
は
、
総
会
に
決
議
す
る
事
項
以
外
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
決
議

し
、
か
つ
、
会
務
を
執
行
す
る
。 

第
三
十
一
条 

理
事
会
は
、
必
要
に
よ
り
役
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見

を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
七
章 

会 

計 

第
三
十
二
条 

本
会
の
経
費
は
、
入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
（
入
会
予
約
金
な
ら
び

に
終
身
会
費
予
約
金
を
含
む
）・
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。 

第
三
十
三
条 

正
会
員
は
、
入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
を
入
会
時
に
納
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

二 

入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
の
金
額
は
、別
途
理
事
会
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
四
条 

経
済
学
部
に
入
学
し
た
者
は
、
入
会
予
約
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
予
約

金
を
納
め
る
も
の
と
す
る
。 

二 

前
項
の
入
会
予
約
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
予
約
金
は
、
卒
業
又
は
中
途
退
学
と

同
時
に
入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
五
条 

既
納
の
入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
等
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
い
。 

第
三
十
六
条 

名
簿
作
成
そ
の
他
臨
時
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
都
度
徴
収
す
る
。
た

だ
し
、
会
報
代
は
原
則
と
し
て
徴
収
し
な
い
。 

第
三
十
七
条 

本
会
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
支
出
及
び
入
会
金
な
ら
び
に
終
身
会
費

（
入
会
予
約
金
な
ら
び
に
終
身
会
費
予
約
金
を
含
む
）
に
関
し
て
は
、
理
事
会
が
別

に
定
め
る
。 

第
三
十
八
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
は
じ
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
お
わ
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
会
則
は
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
五
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 


